
 

令和７年 11 月５日   

入札参加者  各位  

 

町有地の売却について (案内 ) 

 

町有地を一般競争入札によって売却いたしますので、入札参加に際しまして

は、下記事項及び公告文を熟読のうえ、入札されますようお願いいたします。  

 

１．対象物件  

 物件番号   R7-02 

所   在   中魚沼郡津南町大字下船渡戊 2146 番  

 登記地目   雑種地  

現況地目   宅地  

 登記面積   413.00 ㎡  

 予定価格   4,030,000 円  

  

２．参加資格  

次の項目のいずれかに該当するかたは、参加することができません。  

参加資格のないかたの入札や、入札条件に違反した入札は無効とします。  

(1) 地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号 )第 238 条の３第１項及び地方自治

法施行令 (昭和 22 年政令第 16 号 )第 167 条の４第１項に該当すると認めら

れる者  

(2) 町税等の滞納がある者  

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成３年法律第 77

号 )第７条の規定により指定された暴力団及びその構成員  

(4) 会社更生法 (平成 14 年法律第 154 号 )第 17 条第１項又は第２項の規定

による更生手続き開始の申立て又は民事再生法 (平成 11 年法律第 225 号 )

第 22 条第１項の規定による更生手続開始の申立てがなされている法人  

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和 23 年法律第

122 号 )第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業の用に供しようと

する者  

(6) その他町長が不適当と認めた者  

  

 



３．参加申込  

 申込期間、提出場所及び方法等は次のとおりです。  

 (1) 申込期間  令和７年 11 月５日 (水 )から令和７年 11 月 14 日 (金 )までの

間 (土曜日、日曜日及び祝日を除く。 )の午前８時 30 分から

午後５時 15 分まで  

 (2) 申込場所  中魚沼郡津南町大字下船渡戊 585 番地  

         津南町役場庁舎２階  総務課企画財政班  

 (3) 提出方法  持参又は郵送 (11 月 14 日（金）必着 ) 

 (4) 提出書類  ①町有財産一般競争入札参加申込書 (様式第２号 ) 

         ②誓約書 (様式第３号 ) 

③利用計画書 (様式第４号 ) 

④町税納税証明書  

⑤世帯全員の住民票の写し (法人の場合は法人登記簿謄本 ) 

  〈留意事項〉  

   ・代理人による入札参加の場合には、必ず委任状 (様式第６号 )を添付し

てください。  

   ・入札会場には、町有財産一般競争入札参加申込書の写し (受付印が押さ

れたもの )を持参してください。  

 

４．対象物件下見会 (要予約 ) 

 日   時：令和７年 11 月 12 日 (水 ) 

      午前９時 00 分から午後４時 00 分  

 会   場：現地  

 ※  事前に電話でご予約ください。また、入札に参加されるかたは必ず対象

物件下見会にご参加ください。契約後に疑義があっても町は一切の責任を

負いません。  

 

５．入札方法  

 (1) 入札当日のながれ  

  入札会場：津南町役場庁舎３階  第２委員会室  

  【事前説明】  令和７年 11 月 19 日  午前９時 50 分から  

  【入札開始】  令和７年 11 月 19 日  午前 10 時 00 分から  

入札当日に事前説明を行います。時間までに出席されないかたは、参加辞

退とみなします。  

入札にあたっては、入札書 (様式第５号 )に購入希望価格を記入していただ



き、最高価格の入札者を落札者とします。  

また、本人が出席できない場合には、代理人が入札に参加できますが、本

人からの委任状が必要となります。  

 (2) 入札当日に持参するもの  

  入札書、印鑑、本人確認書類、委任状 (代理人参加の場合のみ ) 

 

６．入札保証金  

 入札保証金は免除します。  

 

７．落札者の決定方法  

 (1) 予定価格以上の最高の価格の入札をもって落札者とします。  

 (2) 落札者となるべき同価格の入札を行った者が２人以上ある場合は、直

ちにくじ引きにより落札者を決定します。  

 

８．契約の締結  

 (1) 落札者に対しては、入札終了後、契約手続等の説明を行います。  

 (2) 落札の決定の日から起算して７日以内 (津南町の休日を定める条例 (平

成 16 年条例第２号 )第１条に規定する町の休日を除く。 )に所定の書式に

より売買契約を締結するものとします。  

 (3) 契約時に契約保証金 (売買契約金額の 10 パーセント以上 )を町が発行す

る納入通知書兼領収書用紙により納入してください。  

 

９．代金納入方法  

 契約締結後、納入通知書兼領収書用紙を発行しますので、町が指定する期日

までに売買代金を完納してください。契約保証金を売買代金に充当しますので、

売買代金から契約保証金を差し引いた金額を納入してください。  

 

10．売却条件  

 ・売却した土地の引き渡しについては、代金納入及び所有権移転登録手続き

終了後、現状渡しとなります。  

 ・引き渡しに要する全ての費用は落札者の負担となります。  

 ・所有権移転後に発生する公租公課等は落札者の負担となります。  

・対象物件に隠れた瑕疵 (土壌汚染及び地中構造物を含む。 )があることを発

見しても、売買代金の減額もしくは損害賠償の請求又は契約の解除をする

ことができないものとします。  



11．消雪設備の利用に関する売却条件  

 ・対象物件に設置されている消雪用ポンプ及び井戸、消雪用埋設管 (以下「設

備」という )は、売買対象土地の一部を占めていますが、町は引続きこれら

設備を利用し、その維持管理を行う権利を有するものとします。  

・買主は町が本設備を利用するために必要な通行及び作業のための立入りを

許諾し、これに伴う土地の損傷等について、町に対し一切の補償請求を行

わないものとします。  

・町は設備の維持管理のために必要な工事や修繕等を行う権利を有し、買主

はこれに協力する義務を負うものとします。  

・買主は設備上に、いかなる建物、工作物、または構造物も建築、設置、設

置許可等を行わないものとします。  

・前項に違反して建築などが行われた場合、町は当該建築物等の撤去及び原

状回復を要求する権利を有し、買主はこれに従うものとします。  

・本条件は本契約の終了後も継続して効力を有するものとします。  

 

 

 

 

お問い合わせ先  

津南町役場総務課企画財政班  

℡： 025-765-3112 


